
協会けんぽ神奈川支部 適用等状況（令和４年３月）

令和4年3月の適用事業所数は148,663事業所であり、対前年同月
比は＋5.39％と全国平均の＋3.74％を上回っています。

令和4年3月の被保険者数（法第3条第2項を除く）は1,046,793人で
あり、対前年同月比＋0.66％と全国平均の＋0.78％を下回っています。
また、被扶養者数は620,996人（対前年同月比-1.65％）であり、扶
養率は0.593となっています。

被保険者のうち、任意継続被保険者数は9,632人（対前年同月比
+0.10％）で被保険者全体の0.92％となっています。

※1：大規模事業所が協会けんぽから健康保険組合に異動したことにより、
９月に比べて大幅に被保険者数が減少した。

令和 3 年度 4

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

141,849 142,383 142,945 143,652 144,159 144,688 145,295 145,997 146,611 147,334 148,055 148,663

1,050,281 1,053,124 1,056,258 1,057,499 1,053,586 1,054,705 1,045,245 1,047,061 1,047,522 1,046,903 1,047,406 1,046,793

625,122 624,305 624,892 625,507 623,221 624,137 620,454 621,344 621,210 620,692 620,886 620,996

316,956 316,632 316,149 316,792 317,441 323,215 323,683 323,610 323,590 323,651 323,857 323,894

15,503 15,001 16,069 16,275 15,829 15,646 16,568 16,325 16,479 15,914 15,250 17,535加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

被扶養者数（人）

平均標準報酬月額（円）

※1



協会けんぽ神奈川支部 適用等状況（令和４年３月）

令和4年3月の平均標準報酬月額は323,894円（対前年同月比

+1.77％）となっており、全国平均295,438円を上回っています。

令和4年3月の加入者１人当たり医療費は17,535円（対前年同月比
+3.57％）となっており、うち、入院が4,168円（同 -2.11％）、
入院外（調剤分含む）が11,387円（同 +6.70％）となっています。

※ 医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤に係るもの）。
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